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死亡した人の準確定申告をする場合の記載例 給与所得のみの方で、年の中途で死亡した場合

明治・・「1」
大正・・「2」
昭和・・「3」
平成・・「4」

該当する事項があ

る方のみ記入

「平成１８年分　所得税の確定申告の手引き～確定申告書Ａ～」
「平成１８年分　所得税の確定申告の手引き～確定申告書Ａ～」

「平成２０年分所得税の確定申告の手引き　確定申告書Ａ用」
「平成２０年分所得税の確定申告の手引き　確定申告書Ａ用」

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/index.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/index.htm
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(参考) 「給与所得の源泉徴収票」 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

◎　支払者から受領した「給与所得の源泉徴収票(原本)」を申告書第二表の裏面に添付して提出しなけれ
ん。

【ご注意】

◎　退職所得以外の各種の所得金額の合計額が2,000万円を超える方は、その死亡の日現在の財産の種
　類や数量、価額、債務の金額などの明細を記載した「財産及び債務の明細書」を申告書と一緒に提出する
　必要があります。

ばなりませ

所得控除の内訳

国民健康保険料(税)

国民年金保険料

生命保険料（一般分）

172,741 円

86,460 円

120,000 円

((特定増改築等)住宅借入金等特別控除)

※　記載例中における社会保険料の金額は、実際の金額とは異なります。
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（参考）　【死亡した者の平成20年分の所得税の確定申告書付表】

○　この申告書付表は、死亡した人の所得税について相続人や包括受遺者（死亡した人から包括

　遺贈を受けている人をいいます。）が確定申告をするときに使用します。

○　死亡した人の所得税について相続人や包括受遺者が提出する確定申告書とこの付表は、相続

　の開始があったことを知った日の翌日から起算して４か月を経過した日の前日（例えば、死亡

　した日が６月20日であるときは、10月20日）までに提出してください。

　　なお、死亡した人の死亡した年の前年以前の年分の所得税（その年１月１日から３月15日ま

　でに死亡した場合のその前年分の所得税を除きます。）が無申告であったことにより提出する

　確定申告書と申告書付表については、上の４か月の申告期間の特例の適用はありませんから、

　早めに提出してください。

○　相続人や包括受遺者が２人以上いる場合には、一緒に申告してください。この場合、使用す

　る確定申告書と付表は、それぞれ相続人や包括受遺者を通じて１枚で足ります。

　　相続人や包括受遺者が１人の場合には、申告書付表の提出を省略して差し支えありません。

　　なお、一緒に申告できない相続人や包括受遺者は、別に確定申告書と申告書付表を提出する

　ことになります。
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